
 
 
 
〇 通学区域を定める権限は、設置者（市）にあります。 
 
〇 法的根拠 
・ 今治市立小学校及び中学校設置条例 

今治市は、学校教育法 第２条第1項 の規定に基づき、小学校及び中学校
を別表のとおり設置する。 

 
・ 今治市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 
（通学区域） 
第２条 小・中学校の児童・生徒等の通学区域は、別表に定めるとおりとす

る。 
２ 通学区域は、保護者の住所地に属する通学区域によるものとする。 

（特別許可） 
第３条 前条の規定にかかわらず、特別の理由があるものについては、今治

市教育委員会は、保護者の申立てにより他の通学区域に指定すること
ができる。 

 
・ 学校教育法 第２条 
（学校の設置者） 
第２条 学校は、国、地方公共団体及び別に法律で定める法人のみが、これ

を設置することができる。 
２ この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方
公共団体の設置する学校を、私立学校とは、別に法律で定める法人の設置
する学校をいう。 
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